
４．･･･貧困層及び脆弱層をはじめ、すべての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス･･･について
も平等な権利を持つことができるように確保する。

８．･･･すべての人々、特に･･･幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分
得られるようにする。

９．･･･若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。

１６．･･･世界の妊産婦の死亡率を出生１０万人当たり７０人未満に削減する。
１７．すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中１２件以下まで減らし、･･･新生児及び５歳

未満児の予防可能な死亡を根絶する。
１８．･･･伝染病を根絶するとともに、肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
１９．･･･非感染症性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉

を促進する。
２０．薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。
２１．･･･世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
２２．･･･性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。
２３．･･･質の高い基礎的な保健サービスのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワ

クチンへのアクセス･･･を達成する。

ゴール ターゲット（１６９件の中から抜粋）

ＳＤＧｓについて（子どもプラン関連）【参考】



１４０．子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。

６６．･･･就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。

９１．･･･すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、･･･
９５．･･･脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数

を大幅に削減し、･･･
９７．･･･女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共ス

ペースへの普遍的アクセスを提供する。

１６７．さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官⺠、市⺠社会の
パートナーシップを奨励・推進する。

３９．あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。
４２．公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内に

おける責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。

２９．･･･すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の
高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。

３０．･･･すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスする
ことにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。

３１．･･･すべての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育
への平等なアクセスを得られるようにする。

３２．･･･雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に
増加させる。

３３．･･･教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、･･･脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があ
らゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。

３６．子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、
包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。


